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又
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岸
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治
団
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収
支
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告
書
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旨
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表
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平
成
二
十
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年
分
） 

一
〇

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
二
十
三
年
分
） 

一
〇

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
二
十
四
年
分
） 
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一

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
二
十
五
年
分
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一
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〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
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要
旨
の
公
表
（
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成
二
十
六
年
分
） 

一
三

〇
資
金
管
理
団
体
の
届
出 
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五

〇
資
金
管
理
団
体
の
指
定
取
消
し
の
届
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一
五

規　
　
　

則

　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
の
適
用
を
受
け
る
建
設
工
事
に
係
る

建
設
工
事
執
行
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
五
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
四
十
九
号

　
　
　

 

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
の
適
用
を
受
け
る
建
設
工
事
に

係
る
建
設
工
事
執
行
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
の
適
用
を
受
け
る
建
設
工
事
に
係
る

建
設
工
事
執
行
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
宮
城
県
規
則
第
九
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
二
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

四　

入
札
参
加
資
格
に
関
す
る
文
書
を
入
手
す
る
た
め
の
手
段

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２ 　

改
正
後
の
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
の
適
用
を
受
け
る
建
設

工
事
に
係
る
建
設
工
事
執
行
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
行
わ
れ
た
公
告
そ
の
他
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の
契
約
の
申
込
み
の
誘
引
に
係
る
契
約
で
同
日
以
後
に
締
結
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
四
十
七
号

　

次
の
と
お
り
公
印
を
改
刻
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
五
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　

称

種　
　

類

用　
　

途

印　
　
　
　
　
　

影

使
用
開
始
年
月
日

宮
城
県
畜
産

試
験
場
長
之

印　
　
　
　

地
方
機
関

長

印

一
般
文
書
用

新

平
成
二
十
六
年　

 

五
月
一
日

旧

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
四
十
八
号

　

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
七
号
）
第
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師

の
研
修
及
び
同
法
第
八
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
業
務
従
事
者
に
対
す
る
講
習
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
五
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
研
修
及
び
業
務
従
事
者
に
対
す
る
講
習
の
主
催
者
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

公
益
財
団
法
人
全
国
生
活
衛
生
営
業
指
導
セ
ン
タ
ー

　
　

東
京
都
港
区
新
橋
六
丁
目
八
番
二
号

二　

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
研
修
及
び
業
務
従
事
者
に
対
す
る
講
習
の
開
催
年
月
日
及
び
会
場

種
類

開
催
年
月
日

会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

場

研
修

平
成
二
十
六
年
七
月
十
三
日

平
成
二
十
六
年
七
月
三
十
日

平
成
二
十
六
年
九
月
十
日

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
八
日

古
川
ロ
イ
ヤ
ル
ホ
テ
ル
グ
ラ
ン
ド
平
成
（
大
崎
市
古
川
駅
前
大
通

五－

三－

二
）

宮
城
県
建
設
産
業
会
館
（
仙
台
市
青
葉
区
支
倉
町
二－

四
十
八
）

宮
城
県
大
崎
合
同
庁
舎
（
大
崎
市
古
川
旭
四－

一－

一
）

宮
城
県
建
設
産
業
会
館
（
仙
台
市
青
葉
区
支
倉
町
二－

四
十
八
）

講
習

平
成
二
十
六
年
七
月
十
三
日

平
成
二
十
六
年
七
月
三
十
日

平
成
二
十
六
年
九
月
十
日

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
八
日

古
川
ロ
イ
ヤ
ル
ホ
テ
ル
グ
ラ
ン
ド
平
成
（
大
崎
市
古
川
駅
前
大
通

五－

三－

二
）

宮
城
県
建
設
産
業
会
館
（
仙
台
市
青
葉
区
支
倉
町
二－

四
十
八
）

宮
城
県
大
崎
合
同
庁
舎
（
大
崎
市
古
川
旭
四－

一－

一
）

宮
城
県
建
設
産
業
会
館
（
仙
台
市
青
葉
区
支
倉
町
二－

四
十
八
）

三　

通
信
制
で
行
う
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
研
修
及
び
業
務
従
事
者
に
対
す
る
講
習
の
受
付
期
間
等

受
付
開
始
年
月
日

受
付
締
切
年
月
日

レ
ポ
ー
ト
提
出
締
切
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
月
一
日

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
八
日

四　

受
講
料

　

１　

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
研
修　

五
千
円

　

２　

業
務
従
事
者
に
対
す
る
講
習　

四
千
五
百
円

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
四
十
九
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
機
関
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定

し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
五
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

訪
問
看
護
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事　

業　

所　

の　

名　

称

事　

業　

所　

の　

所　

在　

地

申
請
者
の
名
称

申　

請　

者　

の　

所　

在　

地

指
定
年
月
日

ぷ
り
け
あ
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

石
巻
市
蛇
田
字
南
久
林
十
四
番
地
三　

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
Ⅰ
一

〇
二
号

ぷ
り
け
あ
株
式
会
社

石
巻
市
蛇
田
字
南
久
林
十
四
番
地
三　

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
Ⅰ
一

〇
二
号

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日

二　

居
宅
療
養
管
理
指
導

事　

業　

所　

の　

名　

称

事　

業　

所　

の　

所　

在　

地

申
請
者
の
名
称

申　

請　

者　

の　

所　

在　

地

指
定
年
月
日

ひ
か
り
薬
局
古
川

大
崎
市
古
川
千
手
寺
町
一
丁
目
六－

十
四

株
式
会
社
オ
オ
ノ

仙
台
市
青
葉
区
支
倉
町
四－

三
十
四

平
成
二
十
六
年
三
月
一
日

三　

通
所
介
護

事　

業　

所　

の　

名　

称

事　

業　

所　

の　

所　

在　

地

申
請
者
の
名
称

申　

請　

者　

の　

所　

在　

地

指
定
年
月
日

セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
石
巻

石
巻
市
鹿
又
字
嘉
右
衛
門
三
百
五
十
五

株
式
会
社
三
洋
エ
ル
・
ア
レ
ン

ジ

東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
一－

四
十
七－

七　

東
光
ビ
ル
ア
ネ

ッ
ク
ス
三
階

平
成
二
十
六
年
四
月
十
五
日

四　

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

事　

業　

所　

の　

名　

称

事　

業　

所　

の　

所　

在　

地

申
請
者
の
名
称

申　

請　

者　

の　

所　

在　

地

指
定
年
月
日

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
さ
く
ら
瀬
峰

栗
原
市
瀬
峰
下
藤
沢
九
十
七－

二

有
限
会
社
さ
く
ら

登
米
市
迫
町
佐
沼
字
南
佐
沼
一
丁
目
三－

十
二

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日

五　

居
宅
介
護
支
援

事　

業　

所　

の　

名　

称

事　

業　

所　

の　

所　

在　

地

申
請
者
の
名
称

申　

請　

者　

の　

所　

在　

地

指
定
年
月
日

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
イ
ー
ク
ア
ル

栗
原
市
築
館
芋
埣
柿
木
原
十
七
番
地

株
式
会
社
イ
ー
ク
ア
ル

栗
原
市
築
館
芋
埣
柿
木
原
十
七
番
地

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日

六　

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

事　

業　

所　

の　

名　

称

事　

業　

所　

の　

所　

在　

地

申
請
者
の
名
称

申　

請　

者　

の　

所　

在　

地

指
定
年
月
日

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
つ
き
だ
て

ホ
ー
ム

栗
原
市
築
館
宮
野
中
央
一
丁
目
一－

二

株
式
会
社
リ
ツ
ワ

栗
原
市
栗
駒
岩
ヶ
崎
桐
木
沢
六
十
六
番
地

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日

七　

介
護
予
防
訪
問
看
護
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〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
五
十
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
指
定
介
護
機
関
か
ら
、
次
の
と
お

り
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
五
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事　

業　

所　

の　

名　

称

事　

業　

所　

の　

所　

在　

地

申
請
者
の
名
称

申　

請　

者　

の　

所　

在　

地

指
定
年
月
日

ぷ
り
け
あ
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

石
巻
市
蛇
田
字
南
久
林
十
四
番
地
三　

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
Ⅰ
一

〇
二
号

ぷ
り
け
あ
株
式
会
社

石
巻
市
蛇
田
字
南
久
林
十
四
番
地
三　

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
Ⅰ
一

〇
二
号

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日

八　

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

事　

業　

所　

の　

名　

称

事　

業　

所　

の　

所　

在　

地

申
請
者
の
名
称

申　

請　

者　

の　

所　

在　

地

指
定
年
月
日

ひ
か
り
薬
局
古
川

大
崎
市
古
川
千
手
寺
町
一
丁
目
六－

十
四

株
式
会
社
オ
オ
ノ

仙
台
市
青
葉
区
支
倉
町
四－

三
十
四

平
成
二
十
六
年
三
月
一
日

九　

介
護
予
防
通
所
介
護

事　

業　

所　

の　

名　

称

事　

業　

所　

の　

所　

在　

地

申
請
者
の
名
称

申　

請　

者　

の　

所　

在　

地

指
定
年
月
日

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
松
島
マ
ミ
ー
ホ
ー
ム

宮
城
郡
松
島
町
松
島
字
東
浜
四

有
限
会
社
マ
ミ
ー
ホ
ー
ム

宮
城
郡
松
島
町
松
島
字
東
浜
四

平
成
二
十
四
年
五
月
十
五
日

セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
石
巻

石
巻
市
鹿
又
字
嘉
右
衛
門
三
百
五
十
五

株
式
会
社
三
洋
エ
ル
・
ア
レ
ン

ジ

東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
一－

四
十
七－

七　

東
光
ビ
ル
ア
ネ

ッ
ク
ス
三
階

平
成
二
十
六
年
四
月
十
五
日

十　

介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

事　

業　

所　

の　

名　

称

事　

業　

所　

の　

所　

在　

地

申
請
者
の
名
称

申　

請　

者　

の　

所　

在　

地

指
定
年
月
日

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
つ
き
だ
て

ホ
ー
ム

栗
原
市
築
館
宮
野
中
央
一
丁
目
一－

二

株
式
会
社
リ
ツ
ワ

栗
原
市
栗
駒
岩
ヶ
崎
桐
木
沢
六
十
六
番
地

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日

十
一　

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

事　

業　

所　

の　

名　

称

事　

業　

所　

の　

所　

在　

地

申
請
者
の
名
称

申　

請　

者　

の　

所　

在　

地

指
定
年
月
日

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
さ
く
ら
瀬
峰

栗
原
市
瀬
峰
下
藤
沢
九
十
七－

二

有
限
会
社
さ
く
ら

登
米
市
迫
町
佐
沼
字
南
佐
沼
一
丁
目
三－

十
二

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
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〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
五
十
一
号

　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
児
通

所
支
援
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
四
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
五
月
十
六
日

 
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
児
通
所

支
援
の
種
類　
　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
五
一
一
〇
〇
二
七
五

す
て
っ
ぷ

岩
沼
市
館
下
三
丁
目
二

－

六

放
課
後
等
デ
イ
サ

ー
ビ
ス

特
定
非
営
利
活

動
法
人
ひ
よ
こ

会

平
成
二
十
六
年

五
月
一
日

〇
四
五
〇
七
〇
〇
三
八
〇

Ａ
ｎ
ｄ
Ｙ
ｏ
ｕ
わ
く
わ

く
ハ
ウ
ス

名
取
市
増
田
五
丁
目
一

－

五

放
課
後
等
デ
イ
サ

ー
ビ
ス

一
般
社
団
法
人

悠
優
会

平
成
二
十
六
年

五
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
五
十
二
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
五
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
の
種
類　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
一
二
七
〇
〇
四
三
七

ニ
チ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー

七
ツ
森

黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字

高
田
西
二
十
七
番
地

同
行
援
護

株
式
会
社
ニ
チ

イ
学
館

平
成
二
十
六
年

五
月
一
日

〇
四
二
〇
五
〇
〇
二
五
八

つ
ば
さ

気
仙
沼
市
松
崎
五
駄
鱈

百
十
二

－

五

共
同
生
活
援
助

社
会
福
祉
法
人

気
仙
沼
市
社
会

福
祉
協
議
会

平
成
二
十
六
年

四
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
五
十
三
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
、
保
安
林
の
指
定
の

確
定
通
知
の
う
ち
、
相
手
方
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
通
知

の
内
容
を
栗
原
市
役
所
に
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
五
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
の
所
在
場
所

　

 　

栗
原
市
栗
駒
文
字
小
手
七
五
の
四
、
七
五
の
五
、
七
五
の
七
、
七
五
の
八
、
七
五
の
一
二
、
七
五
の
一
三
、
七
五

の
一
六
、
七
五
の
一
七
、
七
五
の
一
九
、
七
五
の
二
〇
、
七
五
の
三
一

二　

所
在
が
不
分
明
で
あ
る
者
の
住
所
氏
名

　
　

東
京
都
練
馬
区
貫
井
四
丁
目
三
番
一
八
号　

コ
ー
ポ
秀
月
一
〇
二　
　

只
野　

久
二
男

　
　

栗
原
市
栗
駒
岩
ケ
崎
上
町
裏
二
四
六
番
二　
　

只
野　

ひ
ろ
み

三　

通
知
の
内
容

　
 　

一
の
森
林
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
六
年
四
月
十
七
日
農
林
水
産
省
告
示
第
五
百
五
十
号
で
告
示
さ
れ
た
と
お
り
保

安
林
に
指
定
さ
れ
た
。

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
五
十
四
号

　

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
海
岸
保
全
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定

す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
五
月
十
六
日

事　

業　

所　

の　

名　

称

事　

業　

所　

の　

所　

在　

地

開
設
者
の
名
称

開　

設　

者　

の　

所　

在　

地

変　

更　

年　

月　

日

旧

ニ
チ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
石
巻

石
巻
市
南
境
字
新
稲
干
十
番
地
一

株
式
会
社
ニ
チ
イ
学
館

東
京
都
千
代
田
区
神
田
駿
河
台
二
丁
目
九
番
地

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
二
日

新

石
巻
市
美
園
三
丁
目
三
番
地
三

旧

特
定
非
営
利
活
動
法
人
や
ま
ぼ
う
し

岩
沼
市
相
の
原
一
丁
目
二－

二
十
八

特
定
非
営
利
活
動
法
人
や
ま

ぼ
う
し

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
田
沢
字
堰
下
百
九
十
六－

一

平
成
二
十
六
年
二
月
十
五
日

新

岩
沼
市
桜
五
丁
目
十
一
番
三
号
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宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

海
岸
の
名
称

指　
　
　
　

定　
　
　
　

区　
　
　
　

域

沿
岸
名

海
岸
名

地　

区

海
岸
名

仙
台
湾

沿
岸

渡
波
漁

港

沢
田
地

区
海
岸
　

次
に
掲
げ
る
イ
点
か
ら
コ
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
直
線
及
び
イ
点
と
コ
点
を

結
ん
だ
直
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

基
点
Ａ
点　

石
巻
市
沢
田
金
属
標
（
北
緯
三
八
度
二
六
分
〇
一
秒
東
経
一
四
一

度
二
三
分
〇
二
秒
）

イ
点　

基
点
Ａ
点
か
ら
一
三
七
度
〇
〇
分
五
〇
・
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ロ
点　

イ
点
か
ら
四
四
度
〇
〇
分
四
六
・
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ハ
点　

ロ
点
か
ら
三
五
九
度
〇
〇
分
四
・
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ニ
点　

ハ
点
か
ら
四
四
度
〇
〇
分
一
〇
・
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ホ
点　

ニ
点
か
ら
三
一
四
度
〇
〇
分
一
三
・
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

へ
点　

ホ
点
か
ら
四
三
度
〇
〇
分
三
〇
・
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ト
点　

へ
点
か
ら
一
三
四
度
〇
〇
分
一
六
・
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

チ
点　

ト
点
か
ら
四
一
度
〇
〇
分
三
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

リ
点　

チ
点
か
ら
三
〇
七
度
〇
〇
分
四
・
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヌ
点　

リ
点
か
ら
三
九
度
〇
〇
分
二
〇
・
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ル
点　

ヌ
点
か
ら
四
六
度
〇
〇
分
三
六
・
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヲ
点　

ル
点
か
ら
四
八
度
〇
〇
分
二
一
・
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ワ
点　

ヲ
点
か
ら
一
三
四
度
〇
〇
分
三
二
・
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

カ
点　

ワ
点
か
ら
二
二
四
度
〇
〇
分
七
五
・
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヨ
点　

カ
点
か
ら
二
一
八
度
〇
〇
分
一
八
九
・
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

タ
点　

ヨ
点
か
ら
一
三
〇
度
〇
〇
分
三
四
・
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

レ
点　

タ
点
か
ら
二
二
〇
度
〇
〇
分
二
五
二
・
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ソ
点　

レ
点
か
ら
二
九
三
度
〇
〇
分
五
一
・
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ツ
点　

ソ
点
か
ら
二
二
八
度
〇
〇
分
三
六
・
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ネ
点　

ツ
点
か
ら
二
〇
一
度
〇
〇
分
三
五
・
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ナ
点　

ネ
点
か
ら
三
〇
四
度
〇
〇
分
三
九
・
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ラ
点　

ナ
点
か
ら
二
〇
度
〇
〇
分
一
・
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ム
点　

ラ
点
か
ら
三
〇
四
度
〇
〇
分
九
・
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ウ
点　

ム
点
か
ら
二
九
度
〇
〇
分
四
三
・
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヰ
点　

ウ
点
か
ら
五
〇
度
〇
〇
分
三
六
・
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ノ
点　

ヰ
点
か
ら
一
三
六
度
〇
〇
分
九
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

オ
点　

ノ
点
か
ら
四
八
度
〇
〇
分
二
五
・
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ク
点　

オ
点
か
ら
一
一
五
度
〇
〇
分
四
〇
・
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヤ
点　

ク
点
か
ら
四
〇
度
〇
〇
分
一
九
六
・
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

マ
点　

ヤ
点
か
ら
三
五
八
度
〇
〇
分
三
・
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ケ
点　

マ
点
か
ら
三
一
〇
度
〇
〇
分
一
六
・
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

フ
点　

ケ
点
か
ら
三
五
度
〇
〇
分
五
六
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

コ
点　

フ
点
か
ら
三
一
二
度
〇
〇
分
六
・
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
五
十
五
号

　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
建
設
業
の
許
可
を
取
り
消

し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
五
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

許
可
を
取
り
消
し
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
六
年
五
月
二
日

二　

商
号
又
は
名
称
等

商
号
又
は
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

建

設

業

許
可
番
号

申
請
区
分
及
び
許
可

を
取
り
消
し
た
建
設

業
の
種
類　
　
　
　

受
付
年
月
日

石
川
製
作
所

石
川　

勝
重

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
小
野

字
赤
萩
屋
敷
五
十－

六

般－

二
十
一

第
二
千
八
百
七

十
九
号

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
具
工
事
業

平
成
二
十
六
年

 

四
月
十
一
日

東
北
ハ
ー
ド
株
式

会
社
半
谷　

四
郎

仙
台
市
若
林
区
六
丁
の
目

西
町
七－

二
十
五

特－

二
十
二

第
一
万
二
千
二

百
三
十
九
号

一
部
廃
業

特
定
建
設
業

　

左
官
工
事
業

　

鉄
筋
工
事
業

　

板
金
工
事
業

　

ガ
ラ
ス
工
事
業

　

塗
装
工
事
業

　

防
水
工
事
業

　

建
具
工
事
業

平
成
二
十
六
年

 

四
月
四
日

株
式
会
社
ビ
ル
ド

大
沼　

昭

仙
台
市
太
白
区
長
町
南
一

丁
目
八－

十
八

特－

二
十
一

第
一
万
三
千
二

百
五
十
四
号

一
部
廃
業

特
定
建
設
業

　

左
官
工
事
業

　

鉄
筋
工
事
業

　

板
金
工
事
業

　

ガ
ラ
ス
工
事
業

　

防
水
工
事
業

　

熱
絶
縁
工
事
業

　

建
具
工
事
業

平
成
二
十
六
年

 

四
月
十
四
日

株
式
会
社
岩
松
電

気岩
松　

徳
治

黒
川
郡
大
衡
村
大
衡
字
竹

ノ
内
沢
五
十
三－

一

般－

二
十
三

第
一
万
三
千
三

百
五
十
五
号

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

平
成
二
十
六
年

 

四
月
七
日

有
限
会
社
水
工
技

研佐
藤　

よ
し
子

仙
台
市
宮
城
野
区
鶴
巻
一

丁
目
四－

十
一

般－

二
十
二

第
一
万
三
千
九

百
十
八
号

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

管
工
事
業

平
成
二
十
六
年

 

四
月
十
四
日

遊
佐
工
務
店

遊
佐　

幸
雄

仙
台
市
宮
城
野
区
福
室
七

－

四－

七

般－

二
十
四

第
一
万
六
千
七

百
五
十
九
号

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

　

大
工
工
事
業

　

屋
根
工
事
業

　

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・

　

ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業

　

内
装
仕
上
工
事
業

平
成
二
十
六
年

 

四
月
十
一
日

株
式
会
社
エ
ム
・

エ
ー
興
業

松
川　

宜
弘

黒
川
郡
大
和
町
吉
岡
字
館

下
百
二
十
八－

十

般－

二
十
五

第
一
万
六
千
八

百
八
十
号

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

　

大
工
工
事
業

平
成
二
十
六
年

 

四
月
三
日

三　

許
可
取
消
し
の
原
因

　
　

建
設
業
に
係
る
廃
業
等
の
届
出
が
あ
り
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
五
十
六
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地
区
画
整
理
組
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合
か
ら
そ
の
理
事
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
五
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

組
合
の
名
称

　
　

利
府
町
新
中
道
土
地
区
画
整
理
組
合

二　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

宮
城
郡
利
府
町
利
府
字
新
揺
橋
四
十
九
番
地
一

三　

届
出
の
内
容

　
　

理
事
に
就
任
し
た
者

　
　
　

氏　
　
　

名　
　
　
　
　

住　
　
　

所

　
　

小　

幡　

光　

夫　
　

宮
城
郡
利
府
町
中
央
三
丁
目
四
番
地
一

　
　

髙　

橋　

貞　

夫　
　

宮
城
郡
利
府
町
中
央
三
丁
目
十
七
番
地
二

　
　

渡　

邊　

幹　

雄　
　

宮
城
郡
利
府
町
加
瀬
字
町
五
十
八
番
地

　
　

髙　

橋　

文　

男　
　

宮
城
郡
利
府
町
中
央
三
丁
目
九
番
地
六

　
　

鈴　

木　

健　

一　
　

宮
城
郡
利
府
町
沢
乙
東
五
番
地
五

　
　

角　

田　

利　

剛　
　

宮
城
郡
利
府
町
利
府
字
館
三
十
番
地
一

　
　

伊　

藤　

静　

男　
　

宮
城
郡
利
府
町
中
央
三
丁
目
七
番
地
五

　
　

鈴　

木　
　
　

悟　
　

宮
城
郡
利
府
町
中
央
三
丁
目
七
番
地
四

　
　

鈴　

木　
　
　

源　
　

多
賀
城
市
高
崎
一
丁
目
七
番
十
三
号

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
五
十
七
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
仙
塩
広
域
都
市
計
画
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

　

な
お
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
に

つ
い
て
の
関
係
図
書
を
宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
五
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
区
域
区
分

二　

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

　

１　

市
街
化
調
整
区
域
か
ら
市
街
化
区
域
に
変
更
す
る
土
地
の
区
域

　
　
　

黒
川
郡
富
谷
町　

富
谷
字
高
屋
敷
、
同
字
北
沢
、
同
字
南
沢
、
同
字
日
渡
及
び
同
字
源
内
の
各
一
部

　

２　

市
街
化
区
域
か
ら
市
街
化
調
整
区
域
に
変
更
す
る
土
地
の
区
域

　
　
　

な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
五
十
八
号

　

角
田
市
か
ら
仙
南
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
五
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

仙
南
広
域
都
市
計
画
下
水
道

　

２　

名
称　

角
田
市
流
域
関
連
公
共
下
水
道

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
五
十
九
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
仙
台
市
泉
土
地
改
良

区
役
員
の
就
任
及
び
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
五
月
十
六
日

 

宮
城
県
仙
台
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

大　
　

内　
　
　
　
　

仁　
　
　

一　

就
任
し
た
者

就
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

平
成
二
十
六
年
四
月
十
一
日

伊

藤　
　
　

孝

仙
台
市
泉
区
古
内
字
北
三
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
四
月
十
一
日

熊

谷　

一

美

仙
台
市
泉
区
福
岡
字
大
畑
五
十
五
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
四
月
十
一
日

若

生　

久

二

仙
台
市
泉
区
野
村
字
舞
台
一
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
四
月
十
一
日

石

川　

広

治

仙
台
市
泉
区
松
森
字
下
町
十
八
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
四
月
十
一
日

佐

藤　

芳

治

仙
台
市
泉
区
朴
沢
字
山
田
十
四
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
四
月
十
一
日

庄

司　
　
　

功

仙
台
市
泉
区
根
白
石
字
町
東
三
十
五
番
地

理

事
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平
成
二
十
六
年
四
月
十
一
日

川

嶋　

房

也

仙
台
市
泉
区
実
沢
字
森
子
田
二
十
九
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
四
月
十
一
日

高

橋　
　
　

修

仙
台
市
泉
区
実
沢
字
上
林
七
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
四
月
十
一
日

志

賀　
　
　

久

仙
台
市
泉
区
松
森
字
台
七
十
六
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
四
月
十
一
日

若

生　

豊

治

仙
台
市
泉
区
野
村
字
桂
島
三
十
九
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
四
月
十
一
日

熊

谷　

正

喜

仙
台
市
泉
区
小
角
字
今
宮
七
番
地
の
六

理

事

平
成
二
十
六
年
四
月
十
一
日

早

坂　
　
　

晃

仙
台
市
泉
区
朴
沢
字
南
六
十
八
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
四
月
十
一
日

早

坂　

幸

也

仙
台
市
泉
区
西
田
中
字
柿
屋
敷
二
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
四
月
十
一
日

庄

司　

俊

一

仙
台
市
泉
区
根
白
石
字
町
東
四
十
三
番
地

の
二

監

事

平
成
二
十
六
年
四
月
十
一
日

佐

藤　

末

雄

仙
台
市
泉
区
松
森
字
西
沢
三
十
二
番
地
の

二

監

事

二　

退
任
し
た
者

退
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

平
成
二
十
六
年
四
月
十
日

加

藤　
　
　

徹

仙
台
市
泉
区
朴
沢
字
中
在
家
五
十
八
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
四
月
十
日

伊

藤　

庄

一

仙
台
市
泉
区
小
角
字
中
原
三
十
四
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
四
月
十
日

針

生　
　
　

清

仙
台
市
泉
区
西
田
中
字
台
三
十
四
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
四
月
十
日

伊

藤　
　

孝

仙
台
市
泉
区
古
内
字
北
三
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
四
月
十
日

熊

谷

一

美

仙
台
市
泉
区
福
岡
字
大
畑
五
十
五
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
四
月
十
日

若

生　

久

二

仙
台
市
泉
区
野
村
字
舞
台
一
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
四
月
十
日

石

川　

広

治

仙
台
市
泉
区
松
森
字
下
町
十
八
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
四
月
十
日

佐

藤　

芳

治

仙
台
市
泉
区
朴
沢
字
山
田
十
四
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
四
月
十
日

庄

司　
　
　

功

仙
台
市
泉
区
根
白
石
字
町
東
三
十
五
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
四
月
十
日

川

嶋　

房

也

仙
台
市
泉
区
実
沢
字
森
子
田
二
十
九
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
四
月
十
日

高

橋　
　
　

修

仙
台
市
泉
区
実
沢
字
上
林
七
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
四
月
十
日

志

賀　
　
　

久

仙
台
市
泉
区
松
森
字
台
七
十
六
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
四
月
十
日

若

生　

豊

治

仙
台
市
泉
区
野
村
字
桂
島
三
十
九
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
四
月
十
日

庄

司　

俊

一

仙
台
市
泉
区
根
白
石
字
町
東
四
十
三
番
地

の
二

監

事

平
成
二
十
六
年
四
月
十
日

佐

藤　

末

雄

仙
台
市
泉
区
松
森
字
西
沢
三
十
二
番
地
の

二

監

事

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
六
十
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
西
向
土
地
改
良
区
役

員
の
就
任
及
び
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
五
月
十
六
日

 

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

宮　
　

崎　
　

博　
　

之　
　
　

一　

就
任
し
た
者

就
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日

菅　

原　

宗　

勝

栗
原
市
栗
駒
沼
倉
宮
野
一
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日

佐　

藤　

昭　

博

栗
原
市
栗
駒
沼
倉
浦
田
六
十
九
番
地

理

事

二　

退
任
し
た
者

退
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

狩　

野　

俊　

幸

栗
原
市
栗
駒
沼
倉
中
田
二
十
二
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

加
瀬
谷　

俊　

昭

栗
原
市
栗
駒
沼
倉
馬
場
二
十
五
番
地

理

事

公　
　
　

告
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〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
五
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
の
名
称
及
び
数
量　

Ａ
重
油
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
一
種
二
号
）　

百
九
十
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

二 　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

教
育
庁
高
校
教
育
課　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三

丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
六
年
四
月
十
四
日

四　

落
札
者
の
名
称
及
び
所
在
地　

株
式
会
社
辰
巳
商
会　

宮
城
県
塩
釜
市
港
町
一
丁
目
六
番
七
号

五　

落
札
金
額　

一
千
五
百
八
十
六
万
五
千
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
四
日

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
五
十
九
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
五
月
十
六
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

㈠　

政
党
の
支
部

　

イ　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
党
の
支
部

政
治
団
体

の

名

称

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

一
以
上
の
市
町

村
等
の
区
域
を

単
位
と
し
て
設

け
ら
れ
る
支
部

届
出
年
月
日

結
い
の
党
宮
城

県
支
部
連
合
会

林　
　

宙
紀

須
知　
　

享

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一－

三

－

二
二

平
成
二
十
六
年

 

四
月
二
十
一
日

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
、
政
党
の
支
部
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　

イ　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

　

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

阿
部
欽
一
郎
後
援
会

阿
部
欽
一
郎

橋
本　

志
乃

石
巻
市
大
街
道
西
一
丁
目
一
三－

三

平
成
二
十
六
年

 

四
月
十
四
日

い
わ
ぬ
ま
未
来
都
市
実

田
村　

弘
穂

吉
田　
　

勝

岩
沼
市
末
広
二
丁
目
一
番
三
七
号

平
成
二
十
六
年

現
委
員
会

 

四
月
二
十
八
日

菊
地
ひ
ろ
お
後
援
会

田
村　

弘
穂

吉
田　
　

勝

岩
沼
市
末
広
二
丁
目
一
番
三
七
号

平
成
二
十
六
年

 

四
月
十
四
日

小
林
し
ん
い
ち
後
援
会

武
田　

貞
止

猪
股　

文
男

岩
沼
市
平
等
三
丁
目
二－

一
七

平
成
二
十
六
年

 

四
月
十
一
日

さ
い
と
う
た
だ
し
後
援

会

森　
　

義
重

赤
松　

儀
郎

亘
理
郡
亘
理
町
字
中
町
東
二
〇
三－

一

平
成
二
十
六
年

 

四
月
七
日

ち
ば
ま
さ
よ
し
後
援
会

阿
部　

稲
雄

千
葉　
　

静

石
巻
市
大
門
町
三
丁
目
四－

六
八

平
成
二
十
六
年

 

四
月
十
五
日

津
田
昌
彦
後
援
会

佐
藤　

憲
宏

工
藤　

瑞
穂

石
巻
市
渡
波
字
栗
林
四
七
番
地

平
成
二
十
六
年

 

四
月
二
十
二
日

長
谷
川
る
み
後
援
会

長
谷
川
る
美

長
谷
川　

極

黒
川
郡
富
谷
町
富
ケ
丘
二
丁
目
三
一－

二
〇

平
成
二
十
六
年

 

四
月
二
十
八
日

渡
辺
し
げ
み
つ
後
援
会

渡
邉　

重
益

渡
邉　

美
和

亘
理
郡
亘
理
町
吉
田
字
宮
前
一
五－

八

－

三

平
成
二
十
六
年

 

四
月
十
一
日

〇
宮
選
管
告
示
第
六
十
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
事
項
を
異
動
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
五
月
十
六
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

㈠　

政
党
の
支
部

　

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

届
出
年
月
日

自
由
民
主
党
宮
城
県
第
四

選
挙
区
支
部

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

塩
竈
市
尾
島
町
二
四－

二
〇

多
賀
城
市
八
幡
四－

八

－

二
六

平
成
二
十
六
年

 

四
月
十
五
日

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
、
政
党
の
支
部
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

届
出
年
月
日

相
沢
清
一
後
援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

遠
田
郡
美
里
町
中
埣
字

町
二
五－

一

遠
田
郡
美
里
町
北
浦
字

大
田
五－

一

平
成
二
十
六
年

 

四
月
十
一
日

石
巻
福
祉
環
境
政
策
研
究

会

会
計
責
任
者

の

氏

名

杉
山　

裕
之

中
野　

秋
雄

平
成
二
十
六
年

 

三
月
二
十
八
日

石
山
け
い
き
後
援
会

国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

の
区
分

国
会
議
員
関
係
政
治
団

体
以
外
の
政
治
団
体

法
第
十
九
条
の
七
第
一

項
第
一
号
に
係
る
国
会

議
員
関
係
政
治
団
体
か

つ
法
第
十
九
条
の
七
第

一
項
第
二
号
に
係
る
国

会
議
員
関
係
政
治
団
体

平
成
二
十
六
年

 

四
月
二
十
四
日

（
公
職
の
種

類
）

衆
議
院
議
員
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（
公
職
の
候

補
者
の
氏
名

及
び
公
職
の

種
類
）

石
山　

敬
貴
、
衆
議
院

議
員

石
山
け
い
き
二
市
三
町
後

援
会

国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

の
区
分

国
会
議
員
関
係
政
治
団

体
以
外
の
政
治
団
体

法
第
十
九
条
の
七
第
一

項
第
二
号
に
係
る
国
会

議
員
関
係
政
治
団
体

平
成
二
十
六
年

 

四
月
二
十
四
日

（
公
職
の
候

補
者
の
氏
名

及
び
公
職
の

種
類
）

石
山　

敬
貴
、
衆
議
院

議
員

大
森
秀
一
後
援
会

代

表

者

の

氏

名

大
森　

純
治

髙
橋　

敏
弘

平
成
二
十
六
年

 

四
月
十
五
日

小
野
惠
章
後
援
会

代

表

者

の

氏

名

木
村　

一
元

佐
藤　

竜
治

平
成
二
十
六
年

 

四
月
二
日

敬
信
会

会
計
責
任
者

の

氏

名

渡
辺
美
佳
子

渡
辺　

広
志

平
成
二
十
六
年

 

四
月
七
日

自
民
党
米
山
支
部
を
支
援

す
る
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

登
米
市
米
山
町
中
津
山

字
鹿
ノ
畑
三
九

登
米
市
米
山
町
中
津
山

字
西
千
貫
一
二
四

平
成
二
十
六
年

 

四
月
十
一
日

代

表

者

の

氏

名

武
田　

節
夫

川
原　

美
治

全
国
小
売
酒
販
政
治
連
盟

宮
城
県
支
部

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

仙
台
市
青
葉
区
落
合
二

－

六－

七

仙
台
市
青
葉
区
上
愛
子

字
車
三
九
番
三
号

平
成
二
十
六
年

 

四
月
四
日

長
谷
川
た
か
し
後
援
会

代

表

者

の

氏

名

長
谷
川
る
美

長
谷
川　

隆

平
成
二
十
六
年

 

四
月
二
十
八
日

ふ
じ
た
と
し
ひ
こ
後
援
会

代

表

者

の

氏

名

工
藤　

久
之

鈴
木　

安
夫

平
成
二
十
六
年

 

四
月
八
日

藤
原
益
栄
後
援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

多
賀
城
市
留
ケ
谷
一－

三
二－

五

多
賀
城
市
留
ヶ
谷
一－

三
二－

二

平
成
二
十
六
年

 

四
月
十
一
日

代

表

者

の

氏

名

中
田　

定
行

阿
部　

長
喜

村
上
俊
一
後
援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

気
仙
沼
市
西
中
才
九
九

番
地

気
仙
沼
市
東
中
才
一
三

〇－

一

平
成
二
十
六
年

 

四
月
二
十
一
日

渡
辺
た
か
の
ぶ
後
援
会

代

表

者

の

氏

名

渡
辺　

敬
信

久
光　

正
高

平
成
二
十
六
年

 

四
月
一
日

会
計
責
任
者

の

氏

名

渡
辺
美
佳
子

寺
嶋　

洋
志

〇
宮
選
管
告
示
第
六
十
一
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治

団
体
が
解
散
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
五
月
十
六
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

㈠　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
、
政
党
の
支
部
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　
　
　
　
　

政　

治　

団　

体　

の　

名　

称

代
表
者
の
氏
名
　
　
　
　

解
散
年
月
日

阿
部
欽
一
郎
後
援
会

阿
部
欽
一
郎

平
成
二
十
六
年
四
月
十
四
日

阿
部
仁
州
後
援
会

金
子　

真
一

平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
日

石
山
け
い
き
を
支
え
る
会

石
山　

敬
貴

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

板
橋
勇
後
援
会

二
階
堂
久
男

平
成
二
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日

菊
地
ひ
ろ
し
後
援
会

菊
地　
　

浩

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

西
條
正
昭
後
援
会

佐
々
木
昭
一

平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
二
日

佐
々
木
脩
後
援
会

佐
藤　
　

昭

平
成
二
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日

ち
ば
ま
さ
よ
し
後
援
会

髙
城　

靖
尚

平
成
二
十
六
年
四
月
十
五
日

中
川
邦
彦
後
援
会

鈴
木　

信
朗

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

長
谷
川
た
か
し
後
援
会

長
谷
川
る
美

平
成
二
十
五
年
九
月
十
八
日

目
黒
ひ
さ
し
後
援
会

髙
橋　

三
彦

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日

〇
宮
選
管
告
示
第
六
十
二
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
二
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
五
月
十
六
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
六
十
三
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
三
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

ち
ば
ま
さ
よ
し
後
援
会

報
告
年
月
日
　
26. ４

. 15（
26. ４

. 15解
散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0
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お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
五
月
十
六
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
六
十
四
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
四
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
五
月
十
六
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
六
十
五
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
五
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
五
月
十
六
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

ち
ば
ま
さ
よ
し
後
援
会

報
告
年
月
日
　
26. ４

. 15（
26. ４

. 15解
散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
資
金
管
理
団
体
）

石
山
け
い
き
を
支
え
る
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名
　
石
山
　
敬
貴

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類
　
衆
議
院
議
員

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
区
分
　
法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

阿
部
欽
一
郎
後
援
会

報
告
年
月
日
　
26. ４

. 14（
26. ４

. 14解
散
）

１
　
収
入
総
額

66,711 

　
　
　
前
年
繰
越
額

66,711 

２
　
支
出
総
額

0 

板
橋
勇
後
援
会

報
告
年
月
日
　
26. ４

. 25（
25. 12. 31解

散
）

１
　
収
入
総
額

80,434 

　
　
　
前
年
繰
越
額

50,434 

　
　
　
本
年
収
入
額

30,000 

２
　
支
出
総
額

66,634 

３
　
本
年
収
入
の
内
訳

　
　
寄
附

30,000 

　
　
　
個
人
分

30,000 

４
　
支
出
の
内
訳

　
　
政
治
活
動
費

66,634 

　
　
　
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

66,634 

　
　
　
　
機
関
紙
誌
の
発
行
事
業
費

55,450 

　
　
　
　
宣
伝
事
業
費

11,184 

５
　
寄
附
の
内
訳

　
（
個
人
分
）

　
　
板
橋
　
　
勇

30,000 伊
具
郡
丸
森
町

西
條
正
昭
後
援
会

報
告
年
月
日
　
26. ４

. 22（
26. ４

. 22解
散
）

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 

ち
ば
ま
さ
よ
し
後
援
会

報
告
年
月
日
　
26. ４

. 15（
26. ４

. 15解
散
）

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 



第2557号　平成26年５月16日　金曜日 （12）宮　　城　　県　　公　　報
公
職
の
候
補
者
の
氏
名
　
石
山
　
敬
貴

公
職
の
候
補
者
に
係
る
公
職
の
種
類
　
衆
議
院
議
員

公
職
の
候
補
者
の
氏
名
　
石
山
　
敬
貴

公
職
の
候
補
者
に
係
る
公
職
の
種
類
　
衆
議
院
議
員

報
告
年
月
日
　
26. ４

. 24（
26. ３

. 31解
散
）

１
　
収
入
総
額

3,008,086 

　
　
　
前
年
繰
越
額

1,000,091 

　
　
　
本
年
収
入
額

2,007,995 

２
　
支
出
総
額

3,008,086 

３
　
本
年
収
入
の
内
訳

　
　
寄
附

3,228 

　
　
　
個
人
分

3,228 

　
　
本
部
又
は
支
部
か
ら
供
与
さ
れ
た
交
付
金
に
係
る
収
入

2,000,000 

　
　
　
民
主
党

2,000,000 

　
　
そ
の
他
の
収
入

4,767 

　
　
　
一
件
十
万
円
未
満
の
も
の

4,767 

４
　
支
出
の
内
訳

　
　
経
常
経
費

2,549,720 

　
　
　
人
件
費

1,969,145 

　
　
　
光
熱
水
費

20,701 

　
　
　
備
品
・
消
耗
品
費

98,460 

　
　
　
事
務
所
費

461,414 

　
　
政
治
活
動
費

458,366 

　
　
　
組
織
活
動
費

342,900 

　
　
　
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

115,466 

　
　
　
　
宣
伝
事
業
費

115,466 

５
　
寄
附
の
内
訳

　
（
個
人
分
）

　
　
年
間
五
万
円
以
下
の
も
の

3,228 

菊
地
ひ
ろ
し
後
援
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名
　
菊
地
　
　
浩

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類
　
宮
城
県
議
会
議
員

報
告
年
月
日
　
26. ４

. 14（
26. ３

. 31解
散
）

１
　
収
入
総
額

177,176 

　
　
　
前
年
繰
越
額

12,176 

　
　
　
本
年
収
入
額

165,000 

２
　
支
出
総
額

134,805 

３
　
本
年
収
入
の
内
訳

　
　
寄
附

165,000 

　
　
　
個
人
分

165,000 

４
　
支
出
の
内
訳

　
　
経
常
経
費

134,805 

　
　
　
備
品
・
消
耗
品
費

68,489 

　
　
　
事
務
所
費

66,316 

５
　
寄
附
の
内
訳

　
（
個
人
分
）

　
　
菊
地
　
　
浩

165,000 仙
台
市
太
白
区

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

阿
部
欽
一
郎
後
援
会

報
告
年
月
日
　
26. ４

. 14（
26. ４

. 14解
散
）

１
　
収
入
総
額

66,711 

　
　
　
前
年
繰
越
額

66,711 

２
　
支
出
総
額

0 

阿
部
仁
州
後
援
会

報
告
年
月
日
　
26. ３

. 14（
26. ４

. 20解
散
）

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 

板
橋
勇
後
援
会

報
告
年
月
日
　
26. ４

. 25（
25. 12. 31解

散
）

１
　
収
入
総
額

158,800 

　
　
　
前
年
繰
越
額

13,800 

　
　
　
本
年
収
入
額

145,000 



（13）　平成26年５月16日　金曜日 第2557号宮　　城　　県　　公　　報

〇
宮
選
管
告
示
第
六
十
六
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
六
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
五
月
十
六
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

２
　
支
出
総
額

83,759 

３
　
本
年
収
入
の
内
訳

　
　
寄
附

145,000 

　
　
　
個
人
分

145,000 

４
　
支
出
の
内
訳

　
　
政
治
活
動
費

83,759 

　
　
　
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

83,759 

　
　
　
　
機
関
紙
誌
の
発
行
事
業
費

71,000 

　
　
　
　
宣
伝
事
業
費

12,759 

５
　
寄
附
の
内
訳

　
（
個
人
分
）

　
　
板
橋
　
　
勇

145,000 伊
具
郡
丸
森
町

西
條
正
昭
後
援
会

報
告
年
月
日
　
26. ４

. 22（
26. ４

. 22解
散
）

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 

佐
々
木
脩
後
援
会

報
告
年
月
日
　
26. ４

. ２
（
25. 12. 31解

散
）

１
　
収
入
総
額

125,098 

　
　
　
本
年
収
入
額

125,098 

２
　
支
出
総
額

125,098 

３
　
本
年
収
入
の
内
訳

　
　
個
人
の
党
費
・
会
費
 

（
197人

）
78,800 

　
　
寄
附

46,298 

　
　
　
個
人
分

46,298 

４
　
支
出
の
内
訳

　
　
経
常
経
費

14,028 

　
　
　
備
品
・
消
耗
品
費

14,028 

　
　
政
治
活
動
費

111,070 

　
　
　
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

111,070 

　
　
　
　
機
関
紙
誌
の
発
行
事
業
費

45,970 

　
　
　
　
宣
伝
事
業
費

65,100 

５
　
寄
附
の
内
訳

　
（
個
人
分
）

　
　
年
間
五
万
円
以
下
の
も
の

46,298 

ち
ば
ま
さ
よ
し
後
援
会

報
告
年
月
日
　
26. ４

. 15（
26. ４

. 15解
散
）

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 

中
川
邦
彦
後
援
会

報
告
年
月
日
　
26. ２

. 25（
26. ３

. 31解
散
）

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 

長
谷
川
た
か
し
後
援
会

報
告
年
月
日
　
26. ４

. 28（
25. ９

. 18解
散
）

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 

目
黒
ひ
さ
し
後
援
会

報
告
年
月
日
　
26. ２

. 20（
26. ４

. 18解
散
）

１
　
収
入
総
額

468,514 

　
　
　
前
年
繰
越
額

468,438 

　
　
　
本
年
収
入
額

76 

２
　
支
出
総
額

0 

３
　
本
年
収
入
の
内
訳

　
　
そ
の
他
の
収
入

76 

　
　
　
一
件
十
万
円
未
満
の
も
の

76 



第2557号　平成26年５月16日　金曜日 （14）宮　　城　　県　　公　　報
 

委 

員 

長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
資
金
管
理
団
体
）

石
山
け
い
き
を
支
え
る
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名
　
石
山
　
敬
貴

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類
　
衆
議
院
議
員

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
区
分
　
法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号

公
職
の
候
補
者
の
氏
名
　
石
山
　
敬
貴

公
職
の
候
補
者
に
係
る
公
職
の
種
類
　
衆
議
院
議
員

公
職
の
候
補
者
の
氏
名
　
石
山
　
敬
貴

公
職
の
候
補
者
に
係
る
公
職
の
種
類
　
衆
議
院
議
員

報
告
年
月
日
　
26. ４

. 24（
26. ３

. 31解
散
）

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 

菊
地
ひ
ろ
し
後
援
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名
　
菊
地
　
　
浩

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類
　
宮
城
県
議
会
議
員

報
告
年
月
日
　
26. ４

. 14（
26. ３

. 31解
散
）

１
　
収
入
総
額

42,371 

　
　
　
前
年
繰
越
額

42,371 

２
　
支
出
総
額

42,199 

３
　
支
出
の
内
訳

　
　
経
常
経
費

42,199 

　
　
　
事
務
所
費

42,199 

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

阿
部
欽
一
郎
後
援
会

報
告
年
月
日
　
26. ４

. 14（
26. ４

. 14解
散
）

１
　
収
入
総
額

66,711 

　
　
　
前
年
繰
越
額

66,711 

２
　
支
出
総
額

66,711 

３
　
支
出
の
内
訳

　
　
経
常
経
費

66,711 

　
　
　
事
務
所
費

66,711 

阿
部
仁
州
後
援
会

報
告
年
月
日
　
26. ４

. 22（
26. ４

. 20解
散
）

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 

西
條
正
昭
後
援
会

報
告
年
月
日
　
26. ４

. 22（
26. ４

. 22解
散
）

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 

ち
ば
ま
さ
よ
し
後
援
会

報
告
年
月
日
　
26. ４

. 15（
26. ４

. 15解
散
）

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 

中
川
邦
彦
後
援
会

報
告
年
月
日
　
26. ４

. 11（
26. ３

. 31解
散
）

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 

目
黒
ひ
さ
し
後
援
会

報
告
年
月
日
　
26. ４

. 18（
26. ４

. 18解
散
）

１
　
収
入
総
額

468,563 

　
　
　
前
年
繰
越
額

468,514 

　
　
　
本
年
収
入
額

49 

２
　
支
出
総
額

468,563 

３
　
本
年
収
入
の
内
訳

　
　
そ
の
他
の
収
入

49 

　
　
　
一
件
十
万
円
未
満
の
も
の

49 

４
　
支
出
の
内
訳

　
　
政
治
活
動
費

468,563 

　
　
　
組
織
活
動
費

5,400 

　
　
　
寄
附
・
交
付
金

378,163 



（15）　平成26年５月16日　金曜日 第2557号宮　　城　　県　　公　　報

〇
宮
選
管
告
示
第
六
十
七
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
資
金

管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
五
月
十
六
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

資
金
管
理
団

体
の
届
出
を

し
た
者
の
氏

名

　

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の

名　
　
　
　
　

称

主
た
る
事
務
所
の

所　
　

在　
　

地

代
表
者
の

氏　
　

名
　

届
出
年
月
日

氷
室　

勝
好

大
崎
市
議
会
議
員

大
崎
市
の
未
来
を
語

る
会

大
崎
市
松
山
長
尾
字

大
天
場
西
九
九

氷
室　

勝
好

平
成
二
十
六
年

 

四
月
三
日

〇
宮
選
管
告
示
第
六
十
八
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
資
金

管
理
団
体
の
指
定
を
取
り
消
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
五
月
十
六
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

㈠　

法
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
に
よ
る
届
出

届
出
を
し
た

者
の
氏
名

　

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の

名　
　
　
　
　

称

主
た
る
事
務
所
の

所　
　

在　
　

地

代
表
者
の

氏　
　

名

資
金
管
理
団
体
で

な
く
な
っ
た
旨
の

届
出
年
月
日

石
山　

敬
貴

衆
議
院
議
員

石
山
け
い
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